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Ⅰ この会議の役割と概要

この会議は、美幌町のまちづくりの中で、最上位計画にあたる「総合計画」を
策定するにあたり、 （生活者・事業者）の視点
双方から
①美幌町のまちづくりの課題や可能性を洗い出し、
②望ましい将来像（目標）を描くとともに、

ことを役割とします。

会議の概要は次のとおりです。

●会議は平成26 27 ９月まで開催します。おおよそ、月に１

●はじめは、町全体の課題や将来像など大きなテーマを、次に、分野ごとの課題や

議してもらいます。

●総合計画を策定するにあたって実施しているアンケートやヒアリングなどの結果

活用ください。

・全体的なまちの課題

・11年後の町の姿（将来像）
基本構想

・「基本計画（施策）」を具体的に

進める内容（事務事業）

・分野ごとの課題

・分野ごとの取り組む内容（施策）

実施計画

この会議で

話し合う内容

です。
基本計画

「美幌町第６期総合計画」の期間

・基本構想：平成 28年度～平成 38年度（11年）

・基本計画（前期）：平成 28年度～平成 30年度（３年）

「総合計画」は、ピラミッド型の構成になっています。
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Ⅱ 会議の組織と運営

・委員の互選により １名を選任し ます。会 『び
ほろ』みらいまちづくり 会 会
補佐し、会

・会議の主役は、参画する委員（ ・職員）一人ひとりです。各会議の協議内容
や基本的な進め方などは事務局よりお示ししますが、よりよい会議運営に向けて
委員が主体となって進めていくこととします。

支援などについては、
います。

・会議では、各部会の担当職員がオブザーバーとして参加します。町の取り組みで、
分からないことや情報を知りたいことがありましたらお尋ねください。

・ 、事務局として期待する視
点については次のとおりです。

①みんなで知恵を出し合い、地域性を踏まえた独自性のある を！

すが、その一方で「地域の実情に合った施策と財政運用」が求められています。

踏まえた、「美幌町」ならではの独自性のある を期待します。

②多くの の気持ちが反映 を！
美幌町ではこの会議のほか、アンケートやヒアリングを実施し、今の総合計画

委員のみなさんが個々にお考えになっている事柄に加え、これまでの調査や分

きる 期待します。

が参画可能な取り組みへの を！

うのか、めざす方向は何か」など、 、各種団体、地域事業者が内容や
目標を共有したうえで、 等が連携
し役割を分担して取り組むべきもの、 主体で取り組むべきものについても示
していきたいと考えています。

主体の取り組みのほか、
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Ⅲ 会議のスケジュール

平成26 ９月から平成27 ９月
開催日は、原則として、第２・４の水曜日です。

＜平成 26年＞

＜平成 27年＞

第１回目は、総合計画や会議の進め方や配付資料の説明などを行います。９月
第１回

「基本構想」に係る部分についての協議

①基本構想に関する説明をします

②町全体としての「まちの課題」を協議します。

（各分野に関する具体的な課題については、基本計画の協議に入って

から、部会ごとに協議します。）

③「町の将来像」や「分野（部会）ごとの方向、目標」などについて

協議します。

④各部会の協議結果については、事務局でまとめ、次の回の協議資料

を作成します。協議結果の反映を確認してもらいながら協議を進め、

「基本構想骨子案」を完成します。

10月

11月

12月

１

２

３

４

５

６

７

８

９

「基本計画」に係る部分についての協議

①基本計画に関する説明をします。

②部会ごとに、「分野ごとの課題」や「取り組み内容」を協議します。

③各部会の協議結果と、町の担当課がとりまとめた案をふまえて、基本

計画の案としてまとめていきます。最終的に「基本計画素案」を完成

します。

※協議内容によっては、必要に応じて「基本構想素案」の内容を調整し

ます。

「総合計画素案」完成に向けた協議

「基本構想案」「基本計画案」をまとめた「総合計画素案」について、

最終的な調整・修正を行います。
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Ⅳ

＜参加者の合意＞ することを期待します。

・
のもとに進めていくことが基本となります。

・そのため

②会議の始まりには、

・会議の開始にあたって、本日の議題を参加者全員で確認してください。
・

・
る方があっても、予定時刻の開会を心がけてください。

・会議への欠席や遅れなどは、事前に事務局へご連絡ください。

③会議では、＜手短に分かりやすい発言＞を実践してください。

・ 方が参加されており、そこから出て
くる は
な手がかりとなります。

・すべての委員が発言する機会が得られるよう、参加者全員が配慮するとともに、

・ は、途中で主旨や内容が混乱する

く」を基本としてください。
・ しま
す 持ってください。また、
実現が難しいと思われる発言も、その場で否定することはせず、アイデアとし


